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■申込･問合せ　生涯学習課（中央公民館内）☎０２９－８８５－４４５１

令和７年度
「みほ文化講座」「美浦ゼミ」講師募集
中央公民館では、令和７年度に行う「みほ文化講座」と「美浦ゼミ」の講師を募集します。
原則として、村内に居住または勤務する２０歳以上の方ならどなたでも応募できます。
中央公民館では、令和７年度に行う「みほ文化講座」と「美浦ゼミ」の講師を募集します。
原則として、村内に居住または勤務する２０歳以上の方ならどなたでも応募できます。

●テーマ
　生涯学習に関することなら、原則としてすべて可能です。ただし、内容が次の①から③に該当
するものは除きます。

　①　特定の政党や宗教の宣伝を目的とするもの
　②　特定の企業や団体の宣伝または営利を目的とするもの
　③　①、②以外で美浦村教育委員会が不適当と認めるもの
●期間　令和７年６月～令和８年３月末日まで
●会場　美浦村中央公民館、木原地区多目的集会施設、安中地区多目的研修集会施設（各部屋）
●募集締切　１０月２２日（火）
※応募用紙は中央公民館に用意してあります。
※応募後に内容等を協議検討のうえ、開設講座を選定し、１２月中旬にご連絡いたします。

●テーマ
　生涯学習に関することなら、原則としてすべて可能です。ただし、内容が次の①から③に該当
するものは除きます。

　① 特定の政党や宗教の宣伝を目的とするもの
　② 特定の企業や団体の宣伝または営利を目的とするもの
　③ ①、②以外で美浦村教育委員会が不適当と認めるもの
●期間 令和７年６月～令和８年３月末日まで
●会場 美浦村中央公民館、木原地区多目的集会施設、安中地区多目的研修集会施設（各部屋）
●募集締切 １０月２２日（火）
※応募用紙は中央公民館に用意してあります。
※応募後に内容等を協議検討のうえ、開設講座を選定し、１２月中旬にご連絡いたします。

村民が自ら企画提案・講師となり実施する学
習会です。
◆回数　年間５回程度
※同一年度内で１講師１企画までとします。
◆謝金 １開催日につき３，０００円
※講師自ら無償で行う場合はこの限りではない。

美浦ゼミ
自分の知識や特徴を生かし、他の人にも伝え
たい方が講師となり開設する講座です。村教
育委員会生涯学習課が企画し、支援します。
◆回数　年間１０回～２０回程度
◆謝金 １開催日につき７，０００円

みほ文化講座

認知症の方の介護は、他の人から見ると介護をしていることが
分かりにくく、誤解や偏見を持たれてしまう場合があります。
そこで、村では介護している方が介護中であることを周囲の方
に理解していただくための「介護マーク」を配布しています。

・公衆のトイレで付き添うとき
・男性介護者が女性用下着を購入するとき
・病院で診察室に入る際、一見介助が不要
　に見えるのに２人で入室するとき等

介護マーク を配布しています！

■申込・問合せ　福祉介護課☎０２９－８８５－０３４０（内）１３５■申込・問合せ　福祉介護課☎０２９－８８５－０３４０（内）１３５

こんな時にこんな時に

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の方に年金受給者の生活を
支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。
ご案内や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が実施します。

▼老齢基礎年金を受給している方

▼障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方

対象となる方

請求手続き

▼新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方

▼年金を受給しはじめる方

ＱＲコード

年金給付金☎０５７０－０５－４０９２（ナビダイヤル）

日本年金機構や厚生労働省から、口座番号を
お聞きすることや、手数料等の金銭を求める
ことはありません。

日本年金機構や厚生労働省を装った
不審な電話や案内にご注意ください！


